
東京電力エナジーパートナー株式会社は栃木県と共同運営する電力ブランド
「とちぎふるさと電気」において，2つの環境価値付きプランをご提供いたします。

東京電力エナジーパートナー株式会社

ふるさと水力プラン（概略）

当社が通常販売する電気（火力電源等）に，栃木県営水力発電設備由来の非FIT非化石証書
（再エネ指定）を使用した実質再エネ電気を提供するプラン

実質再エネプラン（概略）

CO2排出量の削減
○温対法報告の実排出量の削減に
○SBT・CDPに向けた取り組みに
○パリ協定後の環境規制強化視野に

○企業進出に伴う地域密着の方策に
○出身地・創業地である地元への貢献に

地域への思い

○『水』や『クリーン』にこだわる
商品のイメージアップに

製品訴求力の向上

○お客さまへのPRに

○ホームページ掲載による
企業イメージ向上に

○社員の方の環境意識向上に主な
ご利用
メリット

企業イメージの向上

栃木県
栃木県内

販売代理店 栃木県内
事業者

県の環境保全事業等に活用

栃木県
栃木県内

販売代理店 栃木県内
事業者

県の環境保全事業等に活用

実質再エネ電気
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「とちぎふるさと電気」 のご案内
R

なお，栃木県営水力発電設備に由来する非FIT非化石証書
（再エネ指定）が不足する場合の非化石証書の使用については，
裏面の「実質再エネプラン」の特徴をご確認下さい。

なお，栃木県営水力発電設備に由来する電気の発電量が不足する
場合の電力構成については，裏面の「ふるさと水力プラン」の
特徴をご確認下さい。

凡例

水力の電気

電気料金
（プレミアム
価格相当分含）

非化石証書

水力の電気

栃木県営水力発電設備ならびに当社が電気を調達する栃木県内の水力発電設備由来の電気に
同発電設備由来の非FIT非化石証書（再エネ指定）を使用する「水力電源100％」「地産地消
（＝栃木県産・栃木県内で消費）」再エネ電気を提供するプラン

凡例

水力の電気

電気料金
（プレミアム
価格相当分含）

非化石証書

その他の電気



お問合せ窓口

ご相談はこちらまで
アイティーエムエナジーソリューション株式会社

（東京電力エナジーパートナー代理店）
E-mail

TEL

denki@itm-group.co.jp
028-612-8416（担当:市川・岩見）
受付時間:午前 9 時～午後 5 時（月～金曜/休・祝日を除く）

「とちぎふるさと電気」の特徴（両プラン共通）
■「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」の「温室効果ガス排出量算定・

報告・公表制度」の枠組みのもと，事業者さまのCO2排出量削減に寄与します。
■事業者さまは電気料金のお支払いを通じて栃木県の環境保全事業をはじめとする

地域貢献に寄与いたします。

東京電力エナジーパートナー株式会社

ご利用料金について
■ふるさと水力プランにおけるグリーン電力料金の算定に用いる単価は，1kWhあたり
1.80円（税込）とします。

■実質再エネプランにおける非化石証書料金の算定に用いる単価は，1kWhあたり
1.00円（税込）とします。

■各月の料金は，電気需給契約の料金として算定された金額に，各プランにおける上記
料金を加算してお支払いをいただきます。
詳細のお見積りに際しては下記窓口へお問い合わせください。

ご利用にあたり（両プラン共通）栃木県営水力発電設備からの
ご利用にあたり

■原則として，電気需給契約の締結が当社との協議により決定していて，契約電力が
500kW以上の栃木県内のお客さまに，本メニューを提供いたします。

■本メニューのご契約期間はご加入いただいた年度の末日までとなっております。

「ふるさと水力プラン」の特徴
■栃木県内の事業者さまに向けて栃木県営水力発電設備（FIT電源を除く）由来の

電気および非FIT非化石証書（再エネ指定）をご提供する地産地消のプランです。
■栃木県営水力発電設備由来の電気および非FIT非化石証書（再エネ指定）で必要量を

確保できない際は，当社が別途調達する栃木県内水力発電設備（揚水発電設備，FIT
電源を除く）由来の電気および非FIT非化石証書（再エネ指定）によりバックアップ
し，それでもなお不足が生じた場合は，栃木県外の水力発電設備（揚水発電設備，
FIT電源を除く）由来の電気および非FIT非化石証書（再エネ指定）を供給します。

「実質再エネプラン」の特徴
■電気需給契約により通常販売する電気（火力電源等）に栃木県営水力発電設備由来の
非FIT非化石証書（再エネ指定）を使用した｢実質再エネ電気｣をご提供するプランです。

■栃木県営水力発電設備由来の非化石証書で必要量を確保できない場合は，当社が別途
調達する栃木県内水力発電設備（揚水発電設備，FIT電源を除く）に由来する非FIT
非化石証書（再エネ指定）を使用し，それでもなお不足が生じた場合は，他の非FIT
非化石証書（再エネ指定）を使用します。

※このリーフレットの内容は，2026 年 5 月現在のものです。内容等は予告なく変更することがあります。
本書の内容を本来以外の目的に使用することや，当社の許可なくして複製・転載することはご遠慮ください。


